
令和６年度いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金交付等要項 

 

（趣旨） 

第１条 農業を取り巻く情勢は、人口減少に伴う国内市場の縮小や農業者の減少に加え、地

政学リスク等による資材・エネルギーの価格の高騰による生産コストの増大など、変化が

大きく、厳しい状況となっている。 

そのため、本県では、化学肥料や化学合成農薬に頼らない農法である有機農業を、環境

負荷低減と生産物の高付加価値化が両立できる、収益性の高い農業として構造改革を推進

している。 

本事業は、本県農業の持続的な発展と有機農業先進県としての地位確立を目指して、有

機農産物の供給能力向上等に資する県内農業者及び市町村等の取組を支援する。 

 

（定義） 

第２条 この要項における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）交付決定者 

 別表１のメニュー欄に掲げる事業に対応する同表の交付決定者の欄に掲げる者 

（２）交付対象者 

 別表１のメニュー欄に掲げる事業に対応する同表の交付対象者の欄に掲げる者 

（３）事業実施主体 

 別表１のメニュー欄に掲げる事業に対応する同表の事業実施主体の欄に掲げる者 

 

（通則） 

第３条 いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金（以下「補助金」という。）に

関しては、交付決定者から、予算の範囲内において、交付対象者に補助金を交付するもの

とし、当該補助金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30

年政令第 255 号）、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）及

び茨城県補助金等交付規則（昭和 36 年茨城県規則第 67 号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、この要項に定めるところによる。 

 

（事業の内容） 

第４条 補助対象経費及び補助率等は、別表２のとおりとする。 

 

（事業の実施等） 

第５条 別表１のメニュー欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）の実施に関して必

要な事項は、この要項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事業ごとに、それぞれの別

記で定めるものとする。 

（１）有機農業のモデル団地育成支援  別記１ 



（２）地域における有機農業産地づくり支援  別記２ 

（３）荒廃農地等を活用した生産農地確保の取組に対する支援  別記３ 

（４）規模拡大のための農地貸付協力金  別記４ 

（５）有機転換初年度のほ場環境整備等に対する支援  別記５ 

（６）有機 JAS認証取得支援  別記６ 

（７）有機農産物新商品開発チャレンジ支援  別記７ 

２ 補助事業の着手については、原則として、第７条第１項の規定による交付決定後に行

うものとする。 

 

（申請手続き） 

第６条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとする場合は、補助金交付申請書（別表１

のメニュー欄に掲げる１、２、５又は６の事業にあっては様式第１-１号、別表１のメニ

ュー欄に掲げる３、４又は７の事業にあっては様式第１-２号）を、交付決定者に提出し

なければならない。  

２ 規則第４条に規定する所定の期日は、交付決定者が別に定めるものとする。 

３ 交付対象者は、第１項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消

費税仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、

消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律 226 号）に規定する地方消費税率を乗

じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時

において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合には、この限りでない。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条 交付決定者は、前条第１項の補助金交付申請書の提出があった場合、審査の上、補

助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、補助金交付決定通知書

（様式第２-１、２-２、２-３、２-４又は２-５号）により、その旨を交付対象者へ通知

するものとする。この場合において、別表１のメニュー欄に掲げる３、４又は７の事業に

あっては、事業実施主体から提出された申請書を交付決定者に送付した市町村（以下「経

由市町村」という。）の長に対しても、様式第２-６号により、交付決定の旨を通知するも

のとする。 

２ 交付決定者は、交付対象者に交付決定を通知したときは、遅滞なく知事に報告しなけれ

ばならない。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 交付対象者は、第６条第１項の規定による交付申請を取り下げようとするときは、

前条第１項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して 15 日以内に、その旨を

記載した取下書（様式第３号）を交付決定者に提出しなければならない。 



２ 交付決定者は、交付対象者から前項の規定による取下書を受理したときは、遅滞なく知

事に報告しなければならない。 

 

（計画変更、中止又は廃止の承認等） 

第９条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更承認申請書

（様式第４号）又は中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を交付決定者に提出し、その

承認を受けなければならない。ただし、第 10 条に規定する軽微な変更については、この

限りでない。 

（１）交付対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、第 10条

に規定する軽微な変更を除き、補助金額の増額を伴う変更を含む。 

（２）補助事業の内容を変更（事業の新設を含む。）しようとするとき。ただし、第 10条

に規定する軽微な変更を除く。 

（３）当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 交付決定者は、前項の規定により変更承認申請書又は中止（廃止）承認申請書が提出さ

れた場合において、当該申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金変更等承認

通知書（様式第６号）により、交付対象者に通知するものとする。なお、変更等を承認し

た交付決定者は、第７条第１項に規定する手続きに準じて、経由市町村の長に対しても、

当該事業実施主体の変更承認申請等を承認した旨を通知するものとする。 

３ 交付決定者は、前２項の規定により当該補助事業の計画の変更等を承認し、交付対象者

にその旨を通知したときは、遅滞なく知事に報告しなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第 10 条 規則第６条第１項第１号の知事が定める軽微な変更は、別表２のメニュー欄に掲

げる事業に対応する同表の重要な変更の欄に掲げるもの以外の変更とする。 

 

（事業遅延の届出） 

第 11 条 交付対象者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

場合、又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに事業遅延届（様

式第７号）を交付決定者に提出し、その指示を受けなければならない。 

２ 交付決定者は、交付対象者からの事業遅延届を受理したときは、遅滞なく知事に報告し

なければならない。 

 

（事業遂行状況報告） 

第 12 条 交付対象者は、別表３のメニュー欄に掲げる事業に対応する同表の事業遂行状況

報告の欄に定める時点における事業遂行状況報告書（様式第８号）を作成し、当該時点の

翌月 15 日までに交付決定者に報告しなければならない。ただし、次条の規定により概算

払請求書（様式第９号）を提出した場合は、これをもって事業遂行状況報告書に代えるこ

とができるものとする。 



２ 前項に規定する時期のほか、交付決定者は、事業の円滑な執行を図るため必要があると

認めるときは、交付対象者に対して当該補助事業の遂行状況について報告を求めることが

できる。この場合において、別表１のメニュー欄に掲げる３、４又は７の事業に係る事業

のときは、経由市町村を通じて交付対象者に報告を求めるものとする。 

３ 交付決定者は、交付対象者からの事業遂行状況報告書を受理したときは、遅滞なく知事

に報告しなければならない。 

 

（概算払の請求） 

第 13 条 交付対象者は、第７条第１項の規定による補助金交付決定通知書をもとに補助金

の全部又は一部について概算払を受けようとする場合には、概算払請求書（様式第９号）

を交付決定者に提出しなければならない。 

２ 交付決定者は、交付対象者からの概算払請求書を受理したときは、遅滞なく知事に報告

しなければならない。 

 

（実績報告） 

第 14 条 規則第 13 条第１項に規定する補助事業等実績報告書は、様式第 10 号のとおりと

し、交付対象者は、補助事業が完了したとき（第９条第１項第３号の規定により当該補助

事業の中止、又は廃止の承認を受けたときを含む。以下同じ。）は、その日から１か月を

経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月 31 日のいずれか早い日

までに、補助事業実績等報告書を交付決定者に提出しなければならない。 

２ 交付対象者は、第６条第３項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告

書を提出するに当たって、当該補助事業に係る消費税仕入れ控除税額が明らかになった場

合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第１項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によ

り当該補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、交付対象者は、その金額

（前項の規定により減額して報告した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額）

を消費税仕入控除税額報告書（様式第 11 号）により速やかに交付決定者に報告するとと

もに、交付決定者による返還命令を受けて、これを返還しなければならない。また、当該

補助事業に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又は消費税仕入控除税額が

ない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年５月 31

日までに、同様式により交付決定者に報告しなければならない。 

４ 交付決定者は、前項の規定により、交付対象者から補助金の返還を受けたときは、遅滞

なく知事に報告しなければならない。 

５ 第 13 条の規定により補助金の概算払を受けた交付対象者は、第１項の規定による実績

報告書を提出するときに、概算払精算書（茨城県財務規則の規定に基づく帳票の様式（平

成５年茨城県告示第 404号）様式第 102号）及び概算払精算内訳書（同様式第 103号）を

添付しなければならない。 

６ 別表１のメニュー欄に掲げる２又は５の事業の場合において、当該事業の実施期間内に



おいて、国の会計年度が終了した時は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年

度の４月 15日までに、年度終了実績報告書（様式第 12号）を交付決定者に提出しなけれ

ばならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第 15 条 交付決定者は、前条第１項の規定による報告を受けた場合には、補助事業等実績

報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成

果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金

の額を確定し、補助金確定通知書（様式第 13 号）により交付対象者に通知するものとす

る。この場合において、別表１のメニュー欄に掲げる３、４又は７の事業に係る事業のと

きは、経由市町村の長を通じて補助金確定通知書（様式第 14 号）により交付対象者に通

知する。 

２ 交付決定者は、交付対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその

額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるもの

とする。 

３ 前項の補助金の返還は、交付決定者の定めた期限内に納付がない場合は、納期日の翌日

から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年 10.95パーセントの割合で計算し

た延滞金を県に納付しなければならない。 

４ 交付決定者は、第１項の規定により交付対象者に補助金の額の確定を通知したときは、

遅滞なく知事に報告しなければならない。 

 

（額の再確定） 

第 16 条 交付対象者は、前条第１項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助

事業に関し、違約金、返還金、保険料その他の補助金に代わる収入があったこと等により

当該補助事業に要した経費を減額すべき事情がある場合は、交付決定者に対し当該経費を

減額して作成した実績報告書を第 14条第１項に準じて提出するものとする。 

２ 交付決定者は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、前条第１項に準じて改

めて額の確定を行うものとする。 

３ 前条第２項及び第３項の規定は前項の場合について準用する。 

４ 交付決定者は、第２項の規定により補助金の額の再確定を行ったときは、遅滞なく知事

に報告しなければならない。 

 

（交付決定の取消等） 

第 17 条 交付決定者は、第９条第１項第３号の規定による補助事業の中止若しくは廃止の

申請があった場合又は次に掲げる場合には、第７条第１項の規定による交付決定の全部若

しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１）交付対象者又は事業実施主体（以下「交付対象者等」という。）が、法令、本要項

（以下「法令等」という。）又は法令等に基づく交付決定者の処分若しくは指示に



違反した場合 

（２）交付対象者等が、補助金を交付決定された補助事業以外の用途に使用した場合（事

業実施主体にあっては、交付対象者を経由して交付される補助金を、当該補助事業

以外の用途に使用した場合） 

（３）交付対象者等が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延その他不適当な行為を

した場合 

（４）事業実施主体が、別記に定める補助事業の採択要件等を満たさないことが判明した

場合 

（５）交付の決定後に生じた事情の変更等により、本事業の全部又は一部を継続すること

ができなくなった場合 

２ 交付決定者は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部

分に対する補助金が交付されているときは、交付対象者に対して、期限を付して当該補助

金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 交付決定者は、第１項第１号から第４号までの規定による取消しをした場合において、

前項の返還を命ずるときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に

応じて、年利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとす

る。 

４ 第２項の規定による補助金の返還及び前項の規定による加算金の納付については、第

15条第３項の規定を準用する。 

５ 交付決定者は、第１項の規定により交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更

したときは、遅滞なく知事に報告しなければならない。 

 

（補助金等の経理） 

第 18 条 交付対象者は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して当該補助事

業の収入及び支出を記載し、補助金等の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 交付対象者は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠書類又は証拠物を整

備して前項の帳簿とともに当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して

５年間整備保管しなければならない。ただし、消費税法第 58 条の規定による帳簿の保存

は、同法施行令（昭和 63年政令第 360号）第 71条に規定する期間とする。 

３ 交付対象者は、本事業で取得した財産等について、当該取得財産等の処分制限期間中、

前２項に規定する帳簿等に加え、別記に定める財産管理台帳等その他関係書類を整備保管

しなければならない。 

４ 前３項に基づき作成、整備及び保管すべき帳簿、証拠書類、証拠物、台帳及び調書等の

うち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電磁的記録により整備及び

保管することができる。 

 

（財産処分の制限） 

第 19 条 取得財産等のうち、規則第 20 条第２号の知事が指定する機械及び重要な器具は、



１件当たりの取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第 20 条第１項に定める財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等

に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当する期間

（ただし、大蔵省令に定めのない財産については期間の定めなく。）とする。 

３ 交付対象者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようと

するときは、あらかじめ交付決定者の承認を受けなければならない。この場合において、

別表１のメニュー欄に掲げる３、４又は７の事業に係る事業のときは、経由市町村を通じ

てその承認を受けるものとする。また、交付決定者の承認を受けないで、補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 

  なお、交付決定者は、処分制限期間中において財産等の処分を承認した場合は、遅滞な

く知事に報告しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、別表１のメニュー欄に掲げる２又は５の事業を行うに当たっ

て、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から

融資を受ける場合であって、かつ、その内容（金融機関名、制度融資名、融資を受けよう

とする金額、償還年数、その他必要な事項）が第６条第１項の規定により提出された交付

申請書に記載してある場合は、第７条第１項の規定による交付決定通知をもって、次の条

件により交付決定者の承認を受けたものとみなす。 

（１）担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率

を乗じた金額を納付すること。 

（２）本来の補助の目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 

５ 第３項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得

られた収入の全部若しくは一部を県に納付することを条件とすることがある。 

 

（申請書等の提出に係る経由） 

第 20 条 別表１のメニュー欄に掲げる３、４又は７の事業の場合において、交付対象者が

次の各号に掲げる申請書等を提出するときは、経由市町村の確認を経た上で、当該経由市

町村の長を通じて交付決定者に提出するものとする。 

（１）第６条第１項の規定による補助金交付申請書 

（２）第８条第１項の規定による取下書 

（３）第９条第１項の規定による変更承認申請書又は中止（廃止）承認申請書 

（４）第 11条第１項の規定による事業遅延届 

（５）第 12条第１項の規定による事業遂行状況報告書 

（６）第 13条第１項の規定による概算払請求書 

（７）第 14条第１項の規定による補助事業等実績報告書 

（８）第 14条第３項の規定による消費税仕入控除税額報告書 

（９）第 16条第１項の規定による額の再確定に係る実績報告書 

２ 前項に規定する経由市町村は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める

市町村とする。 



（１）別表１のメニュー欄に掲げる３又は４の事業 対象となる農地が所在する市町村 

（２）別表１のメニュー欄に掲げる７の事業 交付対象者の農地又は事務所等を管轄す 

る市町村 

 

附 則 

 １ この要項は、令和６年５月９日から施行する。 

 ２ この要項の施行に伴い、令和５年度いばらきオーガニックステップアップ事業費補助

金交付要項、いばらきオーガニックステップアップ事業実施要領、令和５年度いばらき

オーガニックステップアップ事業のうち地域における有機農業産地づくり支援事業費

補助金交付要項、いばらきオーガニックステップアップ事業のうち地域における有機農

業産地づくり支援事業実施要領、令和５年度いばらきオーガニックステップアップ事業

のうち有機 JAS 認証取得支援事業費補助金交付要項及びいばらきオーガニックステッ

プアップ事業のうち有機 JAS認証取得支援事業実施要領は廃止する。 

 ３ ２による廃止の前の各要項・要領に基づく事業については、なお従前の例による。 



別表１（第２条、第５条、第６条、第７条、第 12条、第 14条、第 15条、第 19条、第 20条関係） 

メニュー 交付決定者 交付対象者 事業実施主体 

１ 有機農業のモデル

団地育成支援 

県北農林事務所長 各市町長（県北農林事務所管

内の市町長に限る。） 

農業者又は農業者の組織する団体であっ

て、次の要件を全て満たす者 

１ 県北地域において、産地生産基盤パワ

ーアップ事業補助金交付等要綱（令和４

年 12 月 12 日付け４農産第 3506 号農林

水産事務次官依命通知。以下「国交付等

要綱」という。）第４の（２）ウに基づい

て知事が策定した産地生産基盤パワーア

ップ事業（収益性向上対策・生産基盤強

化対策）都道府県事業実施方針（令和５

年３月１日策定）Ⅰの４に定める事業（４

（１）②効果増進事業を除く。）であって、

有機農産物の日本農林規格（平成 12年１

月 20日農林水産省告示第 59号。以下「有

機 JAS」という。）第４条に定める基準を

満たす方法により農産物を生産し、これ

を販売すること。  

２ 有機 JAS認証の取得を目指すこと。 

３ 県北地域で肉用牛生産者が生産する牛

ふん堆肥等を利用して地域循環型農業を

実践すること。 



４ 原則３年以上、青色申告（所得税法（昭

和 40年法律第 33号）第２条第１項第 40

号に規定する青色申告書又は法人税法

（昭和 40年法律第 34号）第２条第 36号

に規定する青色申告書によって行う申請

をいう。以下同じ。）を行っていること。 

５ 可能な限り栽培技術の開発・公開等に

より、茨城県内における有機農業の取組

拡大の推進を図ること。 

２ 地域における有機

農業産地づくり支援 

各農林事務所長 各市町村長又は当該市町村が

参画する協議会 

各市町村又は当該市町村が参画する協議会 

３ 荒廃農地等を活用

した生産農地確保の

取組に対する支援 

各農林事務所長 有機 JAS 認証取得面積の拡大

意向のある認定農業者等又は

有機 JAS 認証の取得により営

農活動に国際水準の有機農業

を取り入れることを目的とし

た認定農業者等 

同左 

４ 規模拡大のための

農地貸付協力金 

各農林事務所長 農地中間管理事業の推進に関

する法律（平成 25 年法律第

101号）第４条の規定に基づき

茨城県知事の指定を受けた農

地中間管理機構 (農地バン

ク)を活用して、有機 JAS認証

同左 



取得面積の拡大意向のある認

定農業者等又は有機 JAS 認証

の取得により営農活動に国際

水準の有機農業を取り入れる

ことを目的とした認定農業者

等に必要な農地を貸し付ける

農地の所有者又は相続人 

５ 有機転換初年度の

ほ場環境整備等に対

する支援 

各農林事務所長 各市町村長 国際水準の有機農業への転換を目指す茨城

県内のほ場を耕作する農業者であって、次

の要件を全て満たす者。 

１ 慣行農業から国際水準の有機農業に転

換する農業者又は国際水準の有機農業に

取り組もうとする新規就農者であるこ

と。 

２ 営農の一部又は全部において国際水準

の有機農業に取り組むことを予定してい

ること。 

３ 販売を目的としていること。 

４ 本事業終了後も引き続き、国際水準の

有機農業を継続する意向があること。 

５ 環境と調和のとれた食料システムの確

立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律（令和４年法律第 37 号。



以下「法」という。）に基づき、法第 19 

条第１項に規定する環境負荷低減事業活

動実施計画若しくは法第 21 条第１項に

規定する特定環境負荷低減事業活動実施

計画の認定を受けていること又は成果目

標年度までにこれらの認定を受ける予定

であること。 

６ 有機 JAS 認証取得

支援 

各農林事務所長 各市町村長 有機 JAS 認証の取得を申請する農業者、市

町村協議会、農業協同組合、営農集団等の

農業者団体及び農業法人等であって、次の

要件を全て満たす者。 

１ 事業実施期間中に有機 JAS 認証を取得

するために、新たにほ場実地検査を受け

ること（過去に有機 JAS 認証を取得した

ことがあるが、現在有機 JAS 認証を取得

していない者を含む。）、又は、既に有機

JAS 認証を取得している者であって、本

事業により新たに申請する有機 JAS 認証

面積が、現況の有機 JAS認証取得面積（転

換期間中として認証を取得した面積を含

む。）の 10％以上であること。なお、集団

申請の場合は、前述の要件を満たす構成

員を１名以上含むこと。 



２ 他の補助金等により、当該有機 JAS 認

証取得に係る経費を補助されていないこ

と。 

３ 原則、青色申告を行っていること。 

７ 有機農産物新商品

開発チャレンジ支援 

各農林事務所長 いちご、くり、なし、ぶどう又

は各農林事務所長が特に認め

る品目（以下「事業対象品目」

という。）を有機栽培（有機 JAS

認証を取得すること）する農

業者又は事業対象品目の加工

品製造等に取り組む農業者等 

同左 

 

  



別表２（第４条、第 10条関係） 

メニュー 補助対象経費等 補助率等 

重要な変更 

経費の配分の 

変更 
事業内容の変更 

１ 有機農業のモデル団

地育成支援 

有機農産物の日本農林規

格（平成 12年１月 20日農

林水産省告示第 59 号。以

下「有機 JAS」という。）第

４条に定める基準を満た

す方法により生産される

農産物（以下「有機農産物」

という。）の生産のために

行われるものであって、産

地生産基盤パワーアップ

事業補助金交付等要綱（令

和４年 12月 12日付け４農

産第 3506 号農林水産事務

次官依命通知。）第４の

（２）ウに基づいて知事が

策定した産地生産基盤パ

ワーアップ事業（収益性向

上対策・生産基盤強化対

策）都道府県事業実施方針

左記の経費の 10 分の２以

内。ただし、上限 2,900万

円とする。 

 １ 事業の中止

又は廃止 

２ 施設等の設

置場所の変更 

３  事 業 費 の

30％を超える

増減 

４ 国庫補助金

等の増又は国

庫補助金等の

30％を超える

減 

５ 成果目標の

変更 

 



（令和５年３月１日策定）

Ⅰの４に定める事業（４

（１）②効果増進事業を除

く。）に要する経費。 

２ 地域における有機農

業産地づくり支援 

１ 有機農業実施計画の

策定に係る経費 

  有機農業実施計画の

策定に係る経費であ

って、みどりの食料シ

ステム戦略緊急対策

交付金交付等要綱（令

和４年 12 月８日付け

４環バ第 245号農林水

産事務次官依命通知。

以下「補正要綱」とい

う。）別記１の別添１

又はみどりの食料シ

ステム戦略推進交付

金交付等要綱（令和５

年３月 30 日付け４環

バ第 465号農林水産事

務次官依命通知。以下

「当初要綱」という。）

１ 有機農業実施計画の

策定及び実現に向けた

取組の実践並びに飛躍

的な拡大産地の創出に

係る経費の補助率 

  補助率は定額とする。

ただし、機械リース費

に係る経費のみ２分

の１以内とする。な

お、リース料の助成額

については、補正要綱

別 記 １ の 第 ２ の ３

（３）又は当初要綱別

記２の第２の３（３）

に基づき算出するも

のとする。 

 

２ 上限額 

  補正要綱別記１の第

以下に掲げる１

から３までの経

費の相互間にお

ける 30％を超え

る増減 

１ 有機農業実

施計画の策定 

２ 有機農業実

施計画の実現

に向けた取組

の実践 

３ 飛躍的な拡

大産地の創出 

１ 事業の新設

又は廃止 

２ 事業実施主

体の変更 

３  事 業 費 の

30％を超える

増又は国庫補

助金等の増 

４ 事業費又は

国庫補助金等

の 30％を超え

る減 

５ 成果目標の

変更 



別記２の別添１に定

められた経費。ただ

し、補正要綱別記１の

第５又は当初要綱別

記２の第５に規定さ

れた経費については、

事業の実施に必要な

ものであっても、交付

対象経費とはならな

い。 

 

２ 有機農業実施計画の

実現に向けた取組の実

践に係る経費 

有機農業実施計画の実

現に向けた取組の実践

に係る経費であって、

補正要綱別記１の別添

１又は当初要項別記２

の別添１に定められた

経費。ただし、補正要綱

別記１の第５又は当初

要綱別記２の第５に規

１の１（１）又は当初

要綱別記２の第１の

１（１）の有機農業実

施計画を策定する市

町村１か所当たりの

補助金の額の上限は、

年間 1,000 万円とす

る。補正要綱別記１の

第１の１（２）又は当

初要綱別記２の第１

の１（２）については、

有機農業実施計画策

定の翌年度の取組を

年間 800万円、翌々年

度の取組を年間 600万

円とする。補正要綱別

記１の第１の１（３）

又は当初要綱別記２

の第１の１（３）につ

いては、年間 1,000万

円とする。 

 

３ 事業実施計画の期間 



定された経費について

は、事業の実施に必要

なものであっても、交

付対象経費とはならな

い。 

 

３ 飛躍的な拡大産地の

創出に係る経費 

  飛躍的な拡大産地の

創出に係る経費であ

って、補正要綱別記１

の別添１又は当初要

項別記２の別添１に

定められた経費。ただ

し、補正要綱別記１の

第５又は当初要綱別

記２の第５に規定さ

れた経費については、

事業の実施に必要な

ものであっても、交付

対象経費とはならな

い。 

  事業実施計画の期間

について、補正要綱別

記１の第１の１（１）

又は当初要綱別記２

の第１の１（１）は、

原則１年以内とする。

なお、有機農業実施計

画の策定に複数年度

を要するなど、特に知

事が認める場合にあ

っては、事業実施計画

の期間を２年間とす

ることができる。 

  ただし、この場合の２

年目の予算について

は、改めて交付申請を

行うものとする。 

  補正要綱別記１の第

１の１（２）又は当初

要綱別記２の第１の

１（２）は、２年以内、

補正要綱別記１の第

１の１（３）又は当初



要綱別記２の第１の

１（３）は、３年以内

とする。 

  また、複数年度にわた

って実施する事業に

ついては、年度ごとに

交付申請を行い、知事

の審査を受けるもの

とする。なお、各年度

の交付決定は、次年度

以降の交付決定を保

証するものではない。 

３ 荒廃農地等を活用し

た生産農地確保の取組

に対する支援 

１ 荒廃農地等の再生整

備に係る経費 

障害物除去、深耕及び

整地（客土を伴う整地

や、暗渠排水工事等を

伴うものを除く。）等に

必要な資材費、機械経

費、工事雑費、委託費、

労務費（事業実施主体

自らが再生作業を行う

際に発生する労務費を

１ 荒廃農地等の再生整

備に係る経費の補助率 

補助率は２分の１（上

限額は 10万円／10ａ）

以内とする。 

ただし、面積が１haを

超える場合は、３分の

２（上限額は 15万円／

10a）以内とする。 

 

２ 樹木の抜根等の重機

 １ 事業実施主

体の変更 

２ 事業の中止

又は廃止 

３ 補助対象経 

費の 30％を超 

える増減 

４ 県補助金の 

 増又は 30％を 

超える減 



含む。）、再生作業と併

せて行う土壌改良（有

機質資材の投入、緑肥

作物の栽培等）に必要

な資材費 

 

２ 樹木の抜根等の重機

を用いた作業を伴う荒

廃農地等の再生整備に

係る経費 

樹木の抜根等の重機を

用いた作業に必要な資

材費、機械経費、工事雑

費、委託費、労務費 

を用いた作業を伴う荒

廃農地等の再生整備に

係る経費の補助率 

補助率は２分の１（上

限額は 15万円／10ａ）

以内とする。 

ただし、面積が１haを

超える場合は、３分の

２（上限額は 20万円／

10a）以内とする。 

４ 規模拡大のための農

地貸付協力金 

左記事業により、農地の貸

付者に交付される協力金 

協力金は定額（１万５千円

／10a）とする。 

ただし、1ha 以上まとまっ

た農地を貸付する場合は、

２万円／10aとする。 

 １ 事業実施主

体の変更 

２ 事業の中止

又は廃止 

３ 県補助金の

増又は県補助

金の 30％を超

える減 

５ 有機転換初年度のほ 種苗や肥料といった生産 補助率は定額（２万円／  １ 事業の新設



場環境整備等に対する

支援 

資材の切替え等に係る転

換初年度の掛かり増し経

費 

10a以内）とする。 又は廃止 

２ 事業実施主

体の変更 

３  事 業 費 の

30％を超える 

増又は国庫補

助金等の増 

４ 事業費又は

国庫補助金等

の 30％を超え

る減 

５ 成果目標の

変更 

６ 有機 JAS認証取得支援 １ 有機 JAS講習会受講に

係る経費 

有機農産物の生産行程

管理者管理者等に修了

が義務付けられたもの

として、登録認証機関

が指定する講習会の受

講料（教材費を含む。な

お、交通費、宿泊費は補

助対象外とする。）。 

１ 有機 JAS講習会受講に

係る経費の補助率 

補助率は定額とする。 

 

２ 有機 JAS認証費用に係

る経費の補助率補助率 

補助率は定額とする。 

 

３ 上限額 

１の上限額は、１事業

 １ 事業実施主

体の変更 

２ 事業の中止

又は廃止 

３  事 業 費 の

30%を超える

増減 

４ 県補助金の

増又は県補助

金の 30％を超



 ただし、「有機 JAS講習 

会受講に係る経費」単 

独での申請は対象外と 

する。 

 

２ 有機 JAS認証費用に

係る経費 

認証事務に要する費用 

（申請費、書類審査

費、判定費、証明書発

行費等）、ほ場実地検

査に係る費用（検査員

旅費を含む。ただし、

宿泊費は対象外）。 

ただし、事業の実施に

必要なものであって

も、入会費、年会費、

運営協力費、JAS マー

クシール発行費、認証

書英語版発行費、認証

事項公表費、年間維持

管理費、振込手数料、

郵送料等、有機 JAS認

実施主体あたり１万円

とする。 

２の補助金の上限額

は、１事業実施主体あ

たり原則 14 万円とす

る。なお、集団申請の場

合は、「構成員（生産行

程管理者）の人数×14

万円」と「実際の認証取

得に係る費用（税抜

き）」を比較して、いず

れか低い方を補助対象

額とする。 

える減 



証を取得する上で必須

とは判断されない経費

については、補助対象

外とする。 

７ 有機農産物新商品開

発チャレンジ支援 

１ ソフト経費 

いちご、くり、なし、ぶ

どう又は各農林事務所

長が特に認める品目

（以下「事業対象品目」

という。）の有機栽培

（有機 JAS 認証を取得

すること）又は加工品

製造等に取り組むため

の報償費、旅費、消耗品

費、印刷製本費、資材

費、通信・運搬費、会場

借料、情報発信費、研修

等参加費、原材料費、委

託費、使用料、賃借料、

手数料、租税公課等 

 

２ ハード経費 

備品購入費、工事請負

１ ソフト経費に係る補

助率 

  補助率は２分の１以

内とする。 

 

２ ハード経費に係る補

助率 

  補助率は２分の１以

内とする。 

 

３ 上限額等 

  補助上限額はソフト

経費及びハード経費

の合計で 160 万円と

し、ハード経費の補助

上限は原則 80 万円と

する。ただし、ハード

経費のみでの申請は

認めない。 

ソフト経費とハ

ード経費の相互

間における 30％

を超える増減 

ただし、ハード

経費の補助上限

を超える増は認

めない。 

１ 事業実施主

体の変更 

２ 事業の中止

又は廃止 

３ 事業実施主 

体における事

業費の 30%を

超える増減 

４ 県補助金の

増又は県補助

金の 30％を超

える減 



費等 

 

 

  



別表３（第 12条関係） 

メニュー 事業遂行状況報告 

１ 有機農業のモデル団地育成支援 補助金の交付決定に係る年度の 12月末日現在 

２ 地域における有機農業産地づくり支援 補助金の交付決定に係る年度の 12月末日現在 

３ 荒廃農地等を活用した生産農地確保の取組に対する支援 補助金の交付決定に係る年度の 11月末日現在 

４ 規模拡大のための農地貸付協力金 補助金の交付決定に係る年度の 11月末日現在 

５ 有機転換初年度のほ場環境整備等に対する支援 補助金の交付決定に係る年度の 12月末日現在 

６ 有機 JAS認証取得支援 補助金の交付決定に係る年度の 11月末日現在 

７ 有機農産物新商品開発チャレンジ支援 補助金の交付決定に係る年度の 11月末日現在 

※ ただし、交付決定が本表に定める期日以降となった事業については、知事が別に定めるものとする。 


